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被保険者氏名 被保険者番号

性別 生年月日

住所

決定年月日 保険料額 円

決定（変更）理由

区分
①保険料計算の
もととなる所得

②所得割率
③所得割額
(①×②)

④均等割額
⑤算出額 
(③+④)

⑥限度額を超える額

区分 ⑦所得割軽減額 均等割軽減割合 ⑧均等割軽減額
⑨年間保険料額 月数 ⑩月割減額

区分 ⑪均等割額 均等割軽減割合 ⑫均等割軽減額 ⑬年間保険料額
(⑪-⑫)

月数

決定(変更)
理由

【期別保険料額】

期別・月 納期限
普通徴収 特別徴収 普通徴収 特別徴収

徴収決定年月日

円

５月

６月

７月

８月

９月納付方法

１０月
特別徴収
義務者 １１月

１２月
特別徴収

１月
対象年金

２月
特別徴収

３月
年金給付額

合計額

(⑤-⑥-⑦-⑧)

⑭月割減額

４月

            ※この通知書は、黒色の電子公印を使用しています。

123-1234
東京都日電市
やまびこヶ丘１００番地
マンションやまびこ１０３号

日電　太郎　様

88889876-2-        -0008-87654

        

滋賀県後期高齢者医療広域連合長

                    

第１２３４５６７８号
令和 5年 4月 1日

令和 5年度 後期高齢者医療保険料額　決定通知書
令和 5年度分の後期高齢者医療保険料額を次のとおり決定（変更）しましたので通知します。

12345678

昭和10年 3月13日男

東京都日電市やまびこヶ丘１００番地　マンションやまびこ１０３号

令和 5年 4月 1日     40,000

決定

※保険料額は、滋賀県後期高齢者医療広域連合内においての保険料額です。
　このため滋賀県内で転居された方は原則として複数の市区町村にお支払いいただくことになります。

保険料計算の内訳

決定

******

******

決定

******

決定

       400,000

**************

10.00

*****

        40,000

**************

    10,000

**********

        50,000

**************

        10,000

**************

         0

********** **************

         0

**********

    40,000

**********

 8

** **********

         0

⑯保険料額※
（⑨＋⑬－⑩－⑭－⑮） 満切捨て

　後期高齢者医療制度加入日の前日まで会社の健康保険など（国保・国保組合は除く）の被扶養者だった方は、加入月から２年を経過
する月までの間、下の表に表示される金額が本年度分の保険料算定に含まれます。

⑮減免額

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

************

****************

**************

          

          

令和 5年度　後期高齢者医療保険料　納入通知書

令和 5年度分の後期高齢者医療保険料額について次のとおり徴収額を決定しましたので通知します。

長　浜　市　長

          浅見　宣義

令和 5年 4月 1日

決定

納付する保険料     40,000

決定 ******

   40000

       0

       0

       0

       0

       0

       0

       0 ********

********

********

********

********

********

********

令和 5年 8月31日
令和 5年10月 1日
令和 5年10月31日
令和 5年11月30日
令和 5年12月31日
令和 6年 1月31日
令和 6年 2月28日
令和 6年 4月 1日

暫１
暫２
暫３
１期
２期
３期
４期
５期
６期
７期
８期
９期

納付方法は下記のとおりです。

          

口座振替によ
る納付の場合
の口座情報

        

兼　特別徴収開始通知書

            ※この通知書は、黒色の電子公印を使用しています。

納付書払い（普徴）

※100円未

    40,000

**********

 1  2

**************

日電　太郎

********

       0
       0
       0
       0
    5000
    5000
    5000
    5000
    5000
    5000
    5000
    5000
       0
       0
        

********
********
********
********
********
********
********
********
********
********
********
********
********
********
        

額

    



　この処分に不服があるときは、この処分があったことを知った日の翌日から起算して３か月以内に滋賀県の後期高齢者医療審査会に

・不服申立及び取消訴訟

請求があった日の翌日から起算して３か月を経過しても裁決がない時や処分の執行等による著しい損害を避けるための緊急の必要があ

対し審査請求をすることができます。なお、この処分の取消しの訴えは、審査請求の裁決を経た後でないと、提起できませんが、審査

るとき、その他正当な理由があるときは、裁決を経なくても提起できます。この訴えは、裁決の送達を受けた日の翌日から起算して６

か月以内に、保険料額の決定に関することは滋賀県後期高齢者医療広域連合（代表者は、滋賀県後期高齢者医療広域連合長）、保険料

の徴収方法等に関することは長浜市（代表者は、長浜市長）を被告として提起できます。ただし、原則として、裁決の日から１年を経

過すると訴えを提起できません。


